
親御さまが元気なうちに始める介護の準備

親御さまにはいつまでも元気でいて欲しいけど、早いうちに親御さまの介護に備えておけば安心です。
要介護前からご利用いただける付帯サービスと、介護が必要になったときの費用の補填が揃った介護保険「親
子のきずな」があなたと親御さまの生活をサポートします。

ご存知ですか？いまや誰もが働きながら介護を担う可能性があります。

介護期間10年を想定して備えれば安心

介護期間
10年以下

83.9％

出典 : 生命保険文化センター　令和 6 年度　
生命保険に関する全国実態調査

出典 : 厚生労働省「令和 6年簡易生命表の概況」、
「第 18 回健康日本 21（第二次）推進専門委員会　資料」（令和 4年 6月）

平均介護期間健康寿命平均寿命

年代別人口に占める要支援・要介護認定者の割合

＜厚生労働省「介護給付費等実態統計月報」（2025 年 4 月審査分）、　総務省「人口推計月報」（2025 年 4 月確定値）を元に作成＞
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■介護が必要になった原因と割合

＊要介護1の場合は、その認定時の「認知症高齢者の生活自立度判定基準」の判定で、医師からⅡａ以上の診断を受けている場合にかぎります。

軽度から中程度の介護状態では公的介護をはじめ、周囲のサポート体制も不十分な場合があり
ますが、NTTグループ団体親介護費用補償保険なら、「要介護1*」から補償の対象になります。

出典：厚生労働省「2022年国民生活基礎調査の概況」

公的介護保険の要介護認定のめやすとサービス

24%

19%

13%
11%
5%
5%

21%

認知症

脳血管疾患
骨折・転倒高齢による衰弱

関節疾患

心疾患
(心臓病)

その他

不明・不詳
2%

介護が必要となる原因の第1位は認知症です

認知症は徘徊などを伴うと一日中目が離せなくなり、家族の負担が大
きくなります

？ ？

要介護度区分 要介護認定のめやす

要支援 1,2 起き上がり、歩行などの基本動作はほぼ単独で可能だが、家事、服薬等の日常動作で支援が必要。

要介護 1

食事、排泄は単独で可能だが、家事などの日常動作が要支援状態より低下している。
以下の「認知度生活自立度 判定基準」のⅡ a以上に該当している場合、要介護１の場合でも補償の対象となります。
（医師から認知症と診断されているかは問いません）

レベル 認知症生活自立度　判定基準

Ⅰ 「何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立している状態」基本的には在宅で自立した生
活が可能なレベル。

Ⅱ a 「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭外で多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状態」

Ⅱb 「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが家庭内でも見られるようになるが、誰かが注意していれば自立できる状態」

Ⅲ a 「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが主に日中を中心に見られ、介護を必要とする状態」

Ⅲb 「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが夜間を中心として見られ、介護を必要とする状態」

Ⅳ 「日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする状態」

M 「著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする状態」

要介護 2 歩行など日常動作に部分的に介護を要する。認知症では理解力低下が表面化。

要介護 3 日常動作（食事など）で全面的に介護が必要。認知症では問題行動が現れる。

要介護 4 単独での歩行や排泄ができない。認知症では理解力の低下が顕著。

要介護 5 食事・排泄などで介護なしでは生活できない。認知症では理解力低下、問題行動あり。

認知症生活自立度は厚生労働省の定めるもので、要介護の判定を行う際に主治医が作成する主治医意見書において、記載必須項目とされています。
(2025年11月現在の公的介護保険制度に基づくものであり、今後改定される場合があります。)

以下の「認知度生活自立度 判定基準」のⅡ a以上に該当している場合、要介護１の場合でも補償の対象となります。

補

償

対

象

補
償
対
象
外

保
険
料

本
保
険
の
概
要

補
償
内
容

お
申
込
方
法

契
約
概
要


	251210_H1
	251210_P02-03_入稿
	251210_P04-05
	251217_P06-07_入稿
	251210_P08_入稿
	241211_P09_入稿
	251106_P10_入稿
	251210_P11-14
	251217_P15_入稿
	251217_H4



